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   北本市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （北本市税条例の一部改正） 

第１条 北本市税条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

  第３３条第５項中「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第１項

第１７号」に改め、「この項及び次項並びに第３４条の９において」

を削る。 

  第３４条の６の２第１項中「前条」を「第３４条の４」に、「資本

等の金額（資本の金額又は出資金額と法人税法第２条第１７号に規定

する資本積立金額又は同条第１７号の３に規定する連結個別資本積立

金額との合計額（保険業法に規定する相互会社にあっては、令第４５

条の３の２に定めるところにより算定した純資産額）をいう。次項に

おいて同じ。）」を「資本金等の額」に改め、同条第２項中「資本等

の金額」を「資本金等の額」に改める。 

  第３４条の８中「及び前２条」を「、第３４条の６及び前条」に改

める。 

  第３４条の９第１項中「及び前３条」を「、第３４条の６及び前２



条」に改める。 

  第４７条の２第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」

を加え、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号

とし、第４号を第３号とする。 

  第４７条の５第１項中「当該年度の前年度において第４７条の２第

１項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る

特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対し

て課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者

の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合

算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第４４条第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前々

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１に相当する

額（当該額に１００円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨

て、当該額が１００円未満であるときは１００円とする。）」に改め

る。 

  附則第６条第４項及び附則第６条の２第４項中「又は第２０条の２

第１項」を「、第１９条の２第１項又は第２０条第１項」に、「株式

等に係る譲渡所得等の金額又は附則第２０条の２第１項」を「一般株

式等に係る譲渡所得等の金額、附則第１９条の２第１項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第２０条第１項」に改める。 

  附則第７条の４中「又は附則第２０条の２第１項」を「、附則第１

９条の２第１項又は附則第２０条第１項」に改める。 

  附則第１６条の３の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、

同条第１項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の

支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税につい

て当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用

を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申告書を

提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第１項」を「利

子所得及び配当所得については、第３３条第１項」に、「配当所得の

金額（以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第

１６条の２の１１第３項で定めるところにより計算した金額（以下」



に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当

所得等の金額」に、「課税配当所得の金額（上場株式等に係る配当所

得」を「課税配当所得等の金額（上場株式等に係る配当所得等」に改

め、同条第２項中「市民税」の前に「前項の規定のうち、租税特別措

置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この

項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に

係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配

当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税

について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する

申告書を提出した場合に限り適用するものとし、」を加え、「上場株

式等」を「特定上場株式等」に改め、同条第３項中「配当所得」を

「配当所得等」に改める。 

  附則第１９条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条

第１項中「株式等に」を「一般株式等に」に、「第３３条及び」を

「第３３条第１項及び第２項並びに」に、「附則第１８条第６項」を

「附則第１８条第５項」に、「当該市民税の所得割の納税義務者が法

第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下こ

の項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有

する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３

３条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除

く。）を除外して算定するものとする。」を削り、「第２項第１号」

を「次項第１号」に改め、同条第２項中「株式等」を「一般株式等」

に改める。 

  附則第１９条の２を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第３７条の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、

第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金



額として令附則第１８条の２第５項に定めるところにより計算した

金額（当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１７

号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定

株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合には、当

該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３３条第６項の規

定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）を除外

して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡

所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項において

準用する前条第２項第１号の規定により読み替えて適用される第３

４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をい

う。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を

課する。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用

する。この場合において、同条第２項中「附則第１９条第１項」と

あるのは「附則第１９条の２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第３７条の１

１第６項の規定により読み替えて準用される同法」と読み替えるも

のとする。 

  附則第１９条の３から附則第２０条までを削る。 

  附則第２０条の２第２項中「附則第２０条の２第１項」を「附則第

２０条第１項」に改め、同条を附則第２０条とする。 

  附則第２０条の３を削る。 

  附則第２０条の４第２項中「附則第２０条の４第１項」を「附則第

２０条の２第１項」に改め、同条第５項第１号中「附則第２０条の４

第３項」を「附則第２０条の２第３項」に改め、同項第２号中「第３

４条の６から第３４条の８まで」を「第３４条の６、第３４条の７、

第３４条の８」に、「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の

２第３項」に、「附則第２０条の４第４項」を「附則第２０条の２第

４項」に改め、同項第３号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第



２０条の２第３項」に改め、「係る」の次に「利子所得の金額又は」

を加え、同項第４号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条

の２第３項」に改め、同条第６項中「附則第２０条の４第３項」を

「附則第２０条の２第３項」に改め、同条を附則第２０条の２とする。 

  附則第２０条の５を削る。 

  附則第２１条第２項中「附則第４１条第１１項第１号」を「附則第

４１条第１０項第１号」に改め、同項後段中「附則第４１条第１１項」

を「附則第４１条第１０項」に改める。 

  附則第２１条の２中「附則第４１条第１５項各号」を「附則第４１

条第１４項各号」に改め、同条第１号中「附則第４１条第１４項」を

「附則第４１条第１３項」に、同条第２号中「附則第４１条第１５項」

を「附則第４１条第１４項」に改める。 

 （北本市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 北本市税条例の一部を改正する条例（平成２２年条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第１９条の３の改正規定を削る。 

  附則第１条ただし書を次のように改め、同条各号を削る。 

   ただし、第３６条の３の次に２条を加える改正規定及び第５４条

第７項の改正規定並びに次条第１項から第３項までの規定は、平成

２３年１月１日から施行する。 

  附則第２条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中北本市税条例第３４条の６の２第１項、第３４条の８及

び第３４条の９第１項の改正規定 公布の日 

⑵ 第１条中北本市税条例第４７条の２第１項及び第４７条の５第１

項の改正規定並びに次条第２項の規定 平成２８年１０月１日 

⑶ 第１条中北本市税条例附則第６条第４項、第６条の２第４項、第



７条の４、第１６条の３及び第１９条から第２０条の５までの改正

規定並びに次条第３項の規定 平成２９年１月１日 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日前に発行された所得税法等の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第５号)第８条の規定による改正前の租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１２第７項に規定す

る割引債（同条第９項に規定する特定短期公社債を除く。）について

支払を受けるべき同条第７項に規定する償還差益に対して課する個人

の市民税については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の北本市税条例（以下「新条例」という。）

第４７条の２及び第４７条の５の規定は、平成２８年１０月１日以後

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第１項に規

定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）に

係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公

的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお

従前の例による。 

３ 新条例附則第６条第４項、第６条の２第４項、第７条の４、第１６

条の３及び第１９条から第２０条の２までの規定中個人の市民税に関

する部分は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 
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議案第９０号参考資料 
 

北本市税条例の一部を改正する条例新旧対照表（北本市税条例等の一部を改正する条例第１条関係） 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

 （所得割の課税標準） 
第３３条 略 
２～４ 略 
５ 法第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡

所得金額（以下この項及び次項並びに第３４条の９におい

て「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有

する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額を除外して算定する。 
６ 略 
 
 （法人等の市民税の課税の特例） 
第３４条の６の２ 前条の場合において、資本等の金額（資

本の金額又は出資金額と法人税法第２条第１７号に規定

する資本積立金額又は同条第１７号の３に規定する連結

個別資本積立金額との合計額（保険業法に規定する相互会

社にあっては、令第４５条の３の２に定めるところにより

算定した純資産額）をいう。次項において同じ。）が１億

円以下である法人若しくは資本等を有しない法人（保険業

 （所得割の課税標準） 
第３３条 略 
２～４ 略 
５ 法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡

所得金額（以下「特定株式等譲渡所得金額」という。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等

譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。 
 
６ 略 
 
 （法人等の市民税の課税の特例） 

第３４条の６の２ 第３４条の４の場合において、資本金等

の額が１億円以下である法人若しくは資本等を有しない

法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）又は第２３

条第３項において法人とみなされるものであって、かつ、

法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税

額が年５００万円以下のものに対する当該事業年度分若

しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の法人税割額
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法に規定する相互会社を除く。）又は第２３条第３項にお

いて法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課

税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年５００

万円以下のものに対する当該事業年度分若しくは計算期

間分又は当該連結事業年度分の法人税割額は、前条の規定

を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に１

４.７分の２.４を乗じて計算した額に相当する額を控除し

た金額とする。 
２ 前項の規定を適用する場合において、資本等の金額が１

億円以下の法人又は資本等を有しない法人であるかどう

かの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在又

は連結法人税額（第４８条第６項に規定する連結法人税額

をいう。以下第４項において同じ。）の課税標準の算定期

間の末日現在による。ただし、法人が解散（合併による解

散を除く。以下本項において同じ。）した場合における清

算中の法人の判定は、当該法人の解散の日現在による。 
３～９ 略 
 
（外国税額控除） 

第３４条の８ 所得割の納税義務者が、法第３１４条の８に

規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第

３１４条の８及び令第４８条の９の２に規定するところ

により控除すべき額を、第３４条の３及び前２条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

は、第３４条の４の規定を適用して計算した法人税割額か

ら当該法人税割額に１４.７分の２.４を乗じて計算した

額に相当する額を控除した金額とする。 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定を適用する場合において、資本金等の額が１

億円以下の法人又は資本等を有しない法人であるかどう

かの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在又

は連結法人税額（第４８条第６項に規定する連結法人税額

をいう。以下第４項において同じ。）の課税標準の算定期

間の末日現在による。ただし、法人が解散（合併による解

散を除く。以下本項において同じ。）した場合における清

算中の法人の判定は、当該法人の解散の日現在による。 
３～９ 略 
 
（外国税額控除） 

第３４条の８ 所得割の納税義務者が、法第３１４条の８に

規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第

３１４条の８及び令第４８条の９の２に規定するところ

により控除すべき額を、第３４条の３、第３４条の６及び

前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 
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（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条第４項の申

告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基

礎となった特定配当等の額について法第２章第１節第５

款の規定により配当割額を課された場合又は同条第６項

の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額に

ついて法第２章第１節第６款の規定により株式等譲渡所

得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等

譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第３４条の

３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 
２・３ 略 
 
（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収）

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初

日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受け

た者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第３

２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この

節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の

者（特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難で

あると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下

この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）で

 
（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条第４項の申

告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基

礎となった特定配当等の額について法第２章第１節第５

款の規定により配当割額を課された場合又は同条第６項

の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額に

ついて法第２章第１節第６款の規定により株式等譲渡所

得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等

譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第３４条の

３、第３４条の６及び前２条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 
２・３ 略 
 
（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初

日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受け

た者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第３

２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この

節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の

者（特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難で

あると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下

この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）で
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ある場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金

等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該

納税義務者に係る均等割額を第４４条第１項の規定によ

り特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的

年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４７

条の５において同じ。）の２分の１に相当する額（以下こ

の節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。）

を当該年度の１０月１日から翌年の３月３１日までの間

に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の

支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。 
 
 ⑴ 当該年度の初日の属する年の１月１日以後引き続き

市の区域内に住所を有する者でない者 
 ⑵～⑷ 略 
２ 略 
 
 （年金所得に係る仮特別徴収税額等） 
第４７条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の１０月

１日からその翌年の３月３１日までの間における特別徴

収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回数割特別

徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者につ

いて、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属す

る年の９月３０日までの間において支払われる場合にお

いては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金

ある場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金

等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該

納税義務者に係る均等割額を第４４条第１項の規定によ

り特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的

年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４７

条の５において同じ。）の２分の１に相当する額（以下こ

の節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。）

を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３

月３１日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該

老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴

収する。 
 
 
 ⑴～⑶ 略 
２ 略 
 
 （年金所得に係る仮特別徴収税額等） 
第４７条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の１０月

１日からその翌年の３月３１日までの間における特別徴

収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回数割特別

徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者につ

いて、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属す

る年の９月３０日までの間において支払われる場合にお

いては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金
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等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額とし

て年金所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前年度にお

いて第４７条の２第１項の規定により特別徴収の方法に

よって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当す

る額をいう。以下この節において同じ。）を、当該年度の

初日からその日の属する年の９月３０日までの間におい

て特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法

によって徴収する。 
 
 
 
 
 
 
２・３ 略 
 
   附 則 
 （居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除） 
第６条 略 
２・３ 略 
４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項に規定

等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額とし

て年金所得に係る仮特別徴収税額（当該特別徴収対象年金

所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係

る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該特別徴

収対象年金所得者に係る均等割額を第４４条第１項の規

定により特別徴収の方法によって徴収した場合において

は、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の

２分の１に相当する額（当該額に１００円未満の端数があ

るときはその端数金額を切り捨て、当該額が１００円未満

であるときは１００円とする。）をいう。以下この節にお

いて同じ。）を、当該年度の初日からその日の属する年の

９月３０日までの間において特別徴収対象年金給付の支

払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。 
２・３ 略 
 
   附 則 
 （居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除） 
第６条 略 
２・３ 略 
４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項に規定
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する土地等に係る事業所得等の金額、」と、「合計所得金

額」とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の４第１項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合

には、当該金額を含む。）」とし、附則第１７条第１項、

第１８条第１項、第１９条第１項又は第２０条の２第１項

の規定の適用がある場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金

額（附則第１７条第１項に規定する長期譲渡所得の金額、

附則第１８条第１項に規定する短期譲渡所得の金額、附則

第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金

額又は附則第２０条の２第１項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含

む。）」とする。 
 
５ 略 
 
 （特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除） 
第６条の２ 略 
２・３ 略 
４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」

とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の４第１項に規

する土地等に係る事業所得等の金額、」と、「合計所得金

額」とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の４第１項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合

には、当該金額を含む。）」とし、附則第１７条第１項、

第１８条第１項、第１９条第１項、第１９条の２第１項又

は第２０条第１項の規定の適用がある場合における前項

の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とある

のは「合計所得金額（附則第１７条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額、附則第１８条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額、附則第１９条第１項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額、附則第１９条の２第１項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第２０条

第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有す

る場合には、これらの金額を含む。）」とする。 
５ 略 
 
 （特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除） 
第６条の２ 略 
２・３ 略 
４ 附則第１６条の４第１項の規定の適用がある場合にお

ける前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額、附則第１６条の４第１項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」

とあるのは「合計所得金額（附則第１６条の４第１項に規
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定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、

当該金額を含む。）」とし、附則第１７条第１項、第１８

条第１項、第１９条第１項又は第２０条の２第１項の規定

の適用がある場合における前項の規定の適用については、

同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額（附則

第１７条第１項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第１

８条第１項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第１９条

第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附

則第２０条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。）」と

する。 
 
５ 略 
 
（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける市民税の

所得割の納税義務者が、法第３１４条の７第２項第２号若

しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第３４条

の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税

義務者の前年中の所得について、附則第１６条の３第１

項、附則第１６条の４第１項、附則第１７条第１項、附則

第１８条第１項、附則第１９条第１項又は附則第２０条の

２第１項の規定の適用を受けるときは、第３４条の７第２

定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、

当該金額を含む。）」とし、附則第１７条第１項、第１８

条第１項、第１９条第１項、第１９条の２第１項又は第２

０条第１項の規定の適用がある場合における前項の規定

の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合

計所得金額（附則第１７条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額、附則第１８条第１項に規定する短期譲渡所得の金

額、附則第１９条第１項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額、附則第１９条の２第１項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第２０条第１項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合に

は、これらの金額を含む。）」とする。 
５ 略 
 
 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 
第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける市民税の

所得割の納税義務者が、法第３１４条の７第２項第２号若

しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第３４条

の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税

義務者の前年中の所得について、附則第１６条の３第１

項、附則第１６条の４第１項、附則第１７条第１項、附則

第１８条第１項、附則第１９条第１項、附則第１９条の２

第１項又は附則第２０条第１項の規定の適用を受けると
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項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第５条の６第２項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところ

により計算した金額とする。 
 
（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例）

 
第１６条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規定する上場

株式等の配当等（以下この項及び次項において「上場株式

等の配当等」という。）を有する場合において、当該上場

株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日

の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当

等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けよう

とする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申告書

を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所

得については、同条第１項及び第２項並びに第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上

場株式等の配当等に係る配当所得の金額（以下この項にお

いて「上場株式等に係る配当所得の金額」という。）に対

し、上場株式等に係る課税配当所得の金額（上場株式等に

係る配当所得の金額（第３項第１号の規定により読み替え

て適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する

きは、第３４条の７第２項に規定する特例控除額は、同項

の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項（法附則第

５条の６第２項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。 
 
（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特

例） 
第１６条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規定する上場

株式等の配当等（以下この項において「上場株式等の配当

等」という。）を有する場合には、当該上場株式等の配当

等に係る利子所得及び配当所得については、第３３条第１

項及び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他

の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る

利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６

条の２の１１第３項で定めるところにより計算した金額

（以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金

額」という。）に対し、上場株式等に係る課税配当所得等

の金額（上場株式等に係る配当所得等の金額（第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得

割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等

に係る配当所得については、附則第７条第１項の規定は、
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金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合におい

て、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、

附則第７条第１項の規定は、適用しない。 
２ 市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受ける

べき上場株式等の配当等に係る配当所得について第３３

条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定の適用を

受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受ける

べき他の上場株式等の配当等に係る配当所得について、前

項の規定は、適用しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ

による。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第１６条の３

第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と

する。 

適用しない。 
 
 
２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に

規定する特定上場株式等の配当等（以下この項において

「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に

係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場

株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日

の属する年度分の市民税について当該特定上場株式等の

配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申告

書を提出した場合に限り適用するものとし、市民税の所得

割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株

式等の配当等に係る配当所得について第３３条第１項及

び第２項並びに第３４条の３の規定の適用を受けた場合

には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特

定上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規

定は、適用しない。 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところ

による。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第１６条の３

第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

とする。 
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⑵ 略 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当

所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは

「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第８条の４第

１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とす

る。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当

所得の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 
 
 （株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 
第１９条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特

別措置法第３７条の１０第１項に規定する株式等に係る

譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得

等については、第３３条及び第３４条の３の規定にかかわ

らず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡

所得等の金額として令附則第１８条第６項に定めるとこ

ろにより計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者

⑵ 略 
 ⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるの

は「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第８条の４

第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

とする。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」とする。 
 
 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税

の特例） 
第１９条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特

別措置法第３７条の１０第１項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る

譲渡所得等については、第３３条第１項及び第２項並びに

第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前

年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令

附則第１８条第５項に定めるところにより計算した金額
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が法第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡

所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」

という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等

譲渡所得金額に係る所得の金額（第３３条第６項の規定に

より同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）を

除外して算定するものとする。以下この項において「株式

等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、株式等に

係る課税譲渡所得等の金額（株式等に係る譲渡所得等の金

額（第２項第１号の規定により読み替えて適用される第３

４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する

市民税の所得割を課する。 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは「総所得金額、附則第１９条第１項

に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 
 

 ⑵ 略 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは租税特別措置法第３７条の１０第

（以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」という。）に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等

の金額（一般株式等に係る譲渡所得等の金額（次項第１号

の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の

１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは「総所得金額、附則第１９条第１項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 
 ⑵ 略 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第１９条第１項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、
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１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民

税の所得割の額」とする。 
 
 
（特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲

渡所得等の課税の特例） 
第１９条の２ 市民税の所得割の納税義務者について、その

有する租税特別措置法第３７条の１０の２第１項に規定

する特定管理株式（以下この項及び次項において「特定管

理株式」という。）又は同条第１項に規定する特定保有株

式（以下この条において「特定保有株式」という。）が株

式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合と

して同条第１項各号に掲げる事実が発生したときは、当該

事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株

式の譲渡（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第

２８条第８項第３号イに掲げる取引の方法により行うも

のを除く。以下この項及び次項において同じ。）をしたこ

とと、当該損失の金額として令附則第１８条の２第５項で

山林所得金額若しくは租税特別措置法第３７条の１０

第１項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第１９条第１項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 
 
（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課

税の特例） 
第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租

税特別措置法第３７条の１１第１項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に

係る譲渡所得等については、第３３条第１項及び第２項並

びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額とし

て令附則第１８条の２第５項に定めるところにより計算

した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が特定株式等

譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３３条第６項の規定

により同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）

を除外して算定するものとする。以下この項において「上
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定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡

をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、

この条及び前条の規定その他のこの条例の規定を適用す

る。 
 
 
 
２ 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置

法第３７条の１０の２第１項に規定する特定管理口座（そ

の者が２以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれ

の特定管理口座）に係る同条第１項に規定する振替口座簿

に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委

託がされている特定管理株式の譲渡（これに類するものと

して令附則第１８条の２第２項で定めるものを含む。以下

この項において同じ。）をした場合には、令附則第１８条

の２第６項で定めるところにより、当該特定管理株式の譲

渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金

額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第３７条の１０

第２項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲

渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金

額を計算するものとする。 
３ 第１項の規定は、令附則第１８条の２第７項で定めると

ころにより、第１項に規定する事実が発生した年の末日の

属する年度の翌年度分の第３６条の２第１項又は第４項

場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、上

場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る

譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２項第１

号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得

割を課する。 
２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合につ

いて準用する。この場合において、同条第２項中「附則第

１９条第１項」とあるのは「附則第１９条の２第１項」と、

「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」

とあるのは「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定

により読み替えて準用される同法」と読み替えるものとす

る。 
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の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。）に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載

があるとき（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。 
 
第１９条の３ 削除 
 
（特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例） 

第１９条の４ 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租

税特別措置法第３７条の１１の３第３項第１号に規定す

る特定口座を有する場合における法附則第３５条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に

ついては、法附則第３５条の２の４第４項及び第５項に定

めるところにより行うものとする。 
 
（源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の

特例） 
第１９条の５ 市民税の所得割の納税義務者が支払を受け

る租税特別措置法第３７条の１１の６第１項に規定する

源泉徴収選択口座内配当等（以下この条及び次条において

「源泉徴収選択口座内配当等」という。）については、令
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附則第１８条の４の２第１０項で定めるところにより、当

該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当

該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等（所得税法第２

４条第１項に規定する配当等をいう。）に係る配当所得の

金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

２ 市民税の所得割の納税義務者が第３３条第４項の規定

によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得

についての記載をした同項に規定する申告書を提出する

場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当

等に係る租税特別措置法第３７条の１１の４第１項に規

定する源泉徴収選択口座（以下次条において「源泉徴収選

択口座」という。）において前年中に交付を受けたすべて

の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載

を行うものとする。 
 
（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除） 

第１９条の６ 所得割の納税義務者の平成２２年度分以後

の各年度分の法附則第３５条の２の６第１２項に規定す

る上場株式等に係る譲渡損失の金額（以下この項及び次項

において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。）

は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末

日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に

係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第３

６条の２第１項の規定による申告書を提出した場合（市長
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においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該

申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出した場合を含む。）に限り、附則

第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所

得の金額の計算上控除する。 
２ 前項の市民税の所得割の納税義務者が同項の規定によ

り申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに法

附則第３５条の２の５第３項の規定により特別徴収義務

者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入す

べき県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座

内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額

がある場合には、第３３条第４項に規定する申告書に当該

源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座にお

いて前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内

配当等に係る所得についての記載を行うものとする。 
３ 第１項の規定の適用がある場合における附則第１６条

の３の規定の適用については、同条第１項中「配当所得の

金額（以下」とあるのは「配当所得の金額（附則第１９条

の６第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。以下」とする。 
４ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた法

附則第３５条の２の６第１６項に規定する上場株式等に

係る譲渡損失の金額（この項の規定により前年前において

控除されたものを除く。以下この項において「上場株式等
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に係る譲渡損失の金額」という。）は、当該上場株式等に

係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌

年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額

の控除に関する事項を記載した第３６条の２第１項又は

第４項の規定による申告書（第６項において準用する同条

第５項の規定による申告書を含む。以下この項において同

じ。）を提出した場合（市長においてやむを得ない事情が

あると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される時までに提出

した場合を含む。）において、その後の年度分の市民税に

ついて連続してこれらの申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のを含む。）を提出しているときに限り、附則第１９条第

１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則

第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所

得の金額（第１項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）の計算上控除する。 
５ 前項の規定の適用がある場合における附則第１６条の

３第１項及び第２項並びに附則第１９条第１項の規定の

適用については、附則第１６条の３第１項中「配当所得の

金額（以下」とあるのは「配当所得の金額（附則第１９条

の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。以下」と、附則第１９条第１項中「計算した金額（」

とあるのは「計算した金額（附則第１９条の６第４項の規
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定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とす

る。 
６ 第３６条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書に規

定する者（同条第３項の規定によって同条第１項の申告書

を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度の翌年

度以後の年度において第４項の規定の適用を受けようと

する場合であって、当該年度の市民税について同条第４項

の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第５項の

規定によって同条第１項の申告書を提出することができ

る場合のいずれにも該当しない場合について準用する。こ

の場合において、同条第５項中「純損失又は雑損失の金額」

とあるのは「附則第１９条の６第４項に規定する上場株式

等に係る譲渡損失の金額」と、「、第１項の申告書」とあ

るのは「、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金

額の控除に関する事項を記載した施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書」と読み替えるものとする。 
７ 第４項の規定の適用がある場合における第３６条の３

の規定の適用については、同条第１項中「確定申告書（」

とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条の１２

の２第１１項（同法第３７条の１３の２第７項において準

用する場合を含む。）において準用する所得税法第１２３

条第１項の規定による申告書を含む。」と、「又は第３項

から第５項まで」とあるのは「若しくは第３項から第５項

まで又は附則第１９条の６第６項において準用する前条
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第５項」と、同条第２項中「又は第３項から第５項まで」

とあるのは「若しくは第３項から第５項まで又は附則第１

９条の６第６項において準用する前条第５項」とする。 
 
（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控

除等及び譲渡所得等の課税の特例） 
第２０条 租税特別措置法第３７条の１３第１項に規定す

る特定中小会社の同項に規定する特定株式（以下この条に

おいて「特定株式」という。）を払込み（当該株式の発行

に際してするものに限る。以下この条において同じ。）に

より取得（法附則第３５条の３第９項に規定する取得をい

う。以下この条において同じ。）をした所得割の納税義務

者（令附則第１８条の６第１７項に規定する者を除く。以

下この条において同じ。）について、租税特別措置法第３

７条の１３の２第１項に規定する適用期間内に、その有す

る当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての

価値を失ったことによる損失が生じた場合として同項各

号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実

が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該

損失の金額として法附則第３５条の３第９項に規定する

金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失

の金額とそれぞれみなして、この条例の規定を適用する。

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日

の属する年度の翌年度分の第３６条の２第１項若しくは
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第４項の規定による申告書又は第５項において準用する

同条第５項の規定による申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

の及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確

定申告書又は租税特別措置法第３７条の１３の２第７項

において準用する同法第３７条の１２の２第１１項にお

いて準用する所得税法第１２３条第１項の規定による申

告書を含む。）に前項の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含

む。）に限り、適用する。 
３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた法

附則第３５条の３第１２項に規定する特定株式に係る譲

渡損失の金額（この項の規定により前年前において控除さ

れたものを除く。以下この条において「特定株式に係る譲

渡損失の金額」という。）は、当該特定株式に係る譲渡損

失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民

税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関す

る事項を記載した第３６条の２第１項又は第４項の規定

による申告書（第５項において準用する同条第５項の規定

による申告書を含む。以下この項において同じ。）を提出

した場合（市長においてやむを得ない事情があると認める

場合には、これらの申告書をその提出期限後において市民

税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含
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む。）において、その後の年度分の市民税について連続し

てこれらの申告書（その提出期限後において市民税の納税

通知書が送達される時までに提出されたものを含む。）を

提出しているときに限り、附則第１９条第１項に規定する

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。 
４ 前項の規定の適用がある場合における附則第１９条第

１項の規定の適用については、同項中「計算した金額（」

とあるのは、「計算した金額（附則第２０条第３項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

５ 第３６条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書に規

定する者（同条第３項の規定によって同条第１項の申告書

を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度の翌年

度以後の年度において第３項の規定の適用を受けようと

する場合であって、当該年度の市民税について同条第４項

の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第５項の

規定によって同条第１項の申告書を提出することができ

る場合のいずれにも該当しない場合について準用する。こ

の場合において、同条第５項中「純損失又は雑損失の金額」

とあるのは「附則第２０条第３項に規定する特定株式に係

る譲渡損失の金額」と、「、第１項の申告書」とあるのは

「、同項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除

に関する事項を記載した施行規則第５号の４様式（別表）

による申告書」と読み替えるものとする。 
６ 第３項の規定の適用がある場合における第３６条の３
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の規定の適用については、同条第１項中「確定申告書（」

とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条の１３

の２第７項において準用する同法第３７条の１２の２第

１１項において準用する所得税法第１２３条第１項の規

定による申告書を含む。」と、「又は第３項から第５項ま

で」とあるのは「若しくは第３項から第５項まで又は附則

第２０条第５項において準用する前条第５項」と、同条第

２項中「又は第３項から第５項まで」とあるのは「若しく

は第３項から第５項まで又は附則第２０条第５項におい

て準用する前条第５項」とする。 
 
（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の

特例） 
第２０条の２ 略 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の２

第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 
⑵ 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の

特例） 
第２０条 略 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条第１

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 
 
⑵ 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び
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附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第２０条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、

山林所得金額若しくは租税特別措置法第４１条の１４

第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第２０条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 
 
（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除） 

附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第２０条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０

条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第２０条第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは租税特別措置法第４１条の１４第

１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第２０条第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民

税の所得割の額」とする。 
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第２０条の３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年

に生じた法附則第３５条の４の２第８項に規定する先物

取引の差金等決済に係る損失の金額（この項の規定により

前年前において控除されたものを除く。以下この項におい

て「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。）

は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた

年の末日の属する年度の翌年度の市民税について先物取

引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を

記載した第３６条の２第１項又は第４項の規定による申

告書（第３項において準用する同条第５項の規定による申

告書を含む。以下この項において同じ。）を提出した場合

（市長においてやむを得ない事情があると認める場合に

は、これらの申告書をその提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。）に

おいて、その後の年度分の市民税について連続してこれら

の申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたものを含む。）を提出して

いるときに限り、前条第１項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額の計算上控除する。 
２ 前項の規定の適用がある場合における前条第１項の規

定の適用については、同項中「計算した金額（」とあるの

は、「計算した金額（次条第１項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額。」とする。 
３ 第３６条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書に規

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

定する者（同条第３項の規定によって同条第１項の申告書

を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度の翌年

度以後の年度において第１項の規定の適用を受けようと

する場合であって、当該年度の市民税について同条第４項

の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第５項の

規定によって同条第１項の申告書を提出することができ

る場合のいずれにも該当しない場合について準用する。こ

の場合において、同条第５項中「純損失又は雑損失の金額」

とあるのは「附則第２０条の３第１項に規定する先物取引

の差金等決済に係る損失の金額」と、「、第１項の申告書」

とあるのは「、同項に規定する先物取引の差金等決済に係

る損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第

５号の４様式（別表）による申告書」と読み替えるものと

する。 
４ 第１項の規定の適用がある場合における第３６条の３

の規定の適用については、同条第１項中「確定申告書（」

とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第４１条の１５

第５項において準用する所得税法第１２３条第１項の規

定による申告書を含む。」と、「又は第３項から第５項ま

で」とあるのは「若しくは第３項から第５項まで又は附則

第２０条の３第３項において準用する前条第５項」と、同

条第２項中「又は第３項から第５項まで」とあるのは「若

しくは第３項から第５項まで又は附則第２０条の３第３

項において準用する前条第５項」とする。 
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（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民

税の課税の特例） 
第２０条の４ 略 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の４

第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 
⑵ 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

 
（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民

税の課税の特例） 
第２０条の２ 略 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の２

第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 
⑵ 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則
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第２０条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３条の２

第１６項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同

条第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所得の

金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金等に係る一時

所得の金額若しくは同条第２４項に規定する特定給付

補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第２０条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第２０条の４第１項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 
３・４ 略 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の４

第３項に規定する条約適用配当等の額」とする。 
⑵ 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

第２０条の２第１項に規定する条約適用利子等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３条の２

第１６項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同

条第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所得の

金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金等に係る一時

所得の金額若しくは同条第２４項に規定する特定給付

補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第２０条の２第１項に規定する条約適用利子等の額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 
３・４ 略 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 
⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の２

第３項に規定する条約適用配当等の額」とする。 
⑵ 第３４条の６、第３４条の７、第３４条の８、第３４

条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の３の２第１項の規定の適用につい

ては、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得



28 

附則第２０条の４第３項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第３項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２０条の４第３項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」と、第３４条の９第１項中「第３３条第

４項」とあるのは「附則第２０条の４第４項」とする。

 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３条の２

第２０項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所

得の金額」とする。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第２０条の４第３項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

割の額及び附則第２０条の２第３項の規定による市民

税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条

の２第３項の規定による市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２０条の２第３項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」と、第３４条の９第１項中「第

３３条第４項」とあるのは「附則第２０条の２第４項」

とする。 
⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第２０条の２第３項に規定する条約適用配当等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第３条の２

第２０項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所

得の金額又は配当所得の金額」とする。 
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則

第２０条の２第３項に規定する条約適用配当等の額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第２０条の２第３項の規定による市民税

の所得割の額」とする。 
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６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の

適用がある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除

く。）における第３４条の９の規定の適用については、同

条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則

第２０条の４第３項に規定する条約適用配当等（以下「条

約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に

この項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適

用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場

合（これらの申告書にこれらの記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）であ

って、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２

章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又

は第３３条第６項」と、同条第３項中「法第３７条の４」

とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項

の規定により読み替えて適用される法第３７条の４」とす

る。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の

適用がある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除

く。）における第３４条の９の規定の適用については、同

条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則

第２０条の２第３項に規定する条約適用配当等（以下「条

約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に

この項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適

用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場

合（これらの申告書にこれらの記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）であ

って、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２

章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又

は第３３条第６項」と、同条第３項中「法第３７条の４」

とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項

の規定により読み替えて適用される法第３７条の４」とす

る。 
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（保険料に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の５ 所得割の納税義務者が支払った又は控除さ

れる保険料（租税条約等実施特例法第５条の２第１項に規

定する保険料をいう。）については、法第３１４条の２第

１項第３号に規定する社会保険料とみなして、この条例の

規定を適用する。 
２ 第３６条の２第４項の規定は、前項の納税義務者（同条

第１項又は第３項の規定によって同条第１項の申告書を

提出する義務を有する者を除く。）が前項の規定により適

用されるこの条例の規定により社会保険料控除額の控除

を受けようとする場合について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「若しくは医療費控除額」とあるのは、

「、医療費控除額若しくは社会保険料控除額」と読み替え

るものとする。 
 
（旧民法第３４条の法人から移行した法人等に係る固定

資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告） 
第２１条 略 
２ 第５６条の規定は、法附則第４１条第１１項第１号から

第５号までに掲げる固定資産について同項本文の規定の

適用を受けようとする者について準用する。この場合にお

いて、第５６条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」

とあるのは、「法附則第４１条第１１項に規定する移行一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（旧民法第３４条の法人から移行した法人等に係る固定

資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告） 
第２１条 略 
２ 第５６条の規定は、法附則第４１条第１０項第１号から

第５号までに掲げる固定資産について同項本文の規定の

適用を受けようとする者について準用する。この場合にお

いて、第５６条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」

とあるのは、「法附則第４１条第１０項に規定する移行一
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般社団法人等」と読み替えるものとする。 
 
第２１条の２ 法附則第４１条第１５項各号に掲げる固定

資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次

の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 
 ⑴ 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第４１

条第１４項に規定する特定移行一般社団法人等（以下こ

の条において「特定移行一般社団法人等」という。）に

該当することを明らかにする書類 
 ⑵ 次に掲げる事項を記載した書類 
  ア 法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けよう

とする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用

途 
イ 法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けよう

とする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

並びにその用途 
ウ 法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けよう

とする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

⑶～⑸ 略 

般社団法人等」と読み替えるものとする。 
 
第２１条の２ 法附則第４１条第１４項各号に掲げる固定

資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次

の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 
 ⑴ 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第４１

条第１３項に規定する特定移行一般社団法人等（以下こ

の条において「特定移行一般社団法人等」という。）に

該当することを明らかにする書類 
 ⑵ 次に掲げる事項を記載した書類 

ア 法附則第４１条第１４項の規定の適用を受けよう

とする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用

途 
イ 法附則第４１条第１４項の規定の適用を受けよう

とする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

並びにその用途 
ウ 法附則第４１条第１４項の規定の適用を受けよう

とする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途 
⑶～⑸ 略 
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北本市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表（北本市税条例等の一部を改正する条例 
第２条関係） 

 
（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 
附則第１９条の３を次のように改める。 

 （非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算

の特例） 
第１９条の３ 市民税の所得割の納税義務者が、前年中に租

税特別措置法第３７条の１４第５項第２号に規定する非

課税上場株式等管理契約（次項において「非課税上場株式

等管理契約」という。）に基づき同条第１項に規定する非

課税口座内上場株式等（その者が２以上の同条第５項第１

号に規定する非課税口座（以下この条において「非課税口

座」という。）を有する場合には、それぞれの非課税口座

に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同

じ。）の譲渡をした場合には、令附則第１８条の６の２第

３項で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等

の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得

の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の同法第３７

条の１０第２項に規定する株式等の譲渡による事業所得

の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、
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これらの金額を計算するものとする。 
２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事

由により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の一

部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下この項

において同じ。）があった場合には、当該払出しがあった

非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時

に、令附則第１８条の６の２第２項で定める金額（以下こ

の項において「払出し時の金額」という。）により非課税

上場株式等管理契約に基づく譲渡があったものと、同法第

３７条の１４第４項第１号に掲げる移管、返還又は廃止に

よる非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税口

座を開設し、又は開設していた市民税の所得割の納税義務

者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあ

った時に、その払出し時の金額をもって当該移管、返還又

は廃止による払出しがあった非課税口座内上場株式等の

数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘

柄の同法第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式

等の取得をしたものとそれぞれみなして、前項及び附則第

１９条の規定その他のこの条例の規定を適用する。 
 

附 則 
（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附 則 
（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。

ただし、第３６条の３の次に２条を加える改正規定及び第



34 

ら施行する。 
 
⑴ 第３６条の３の次に２条を加える改正規定及び第５

４条第７項の改正規定並びに次条第１項から第３項ま

での規定 平成２３年１月１日 
⑵ 附則第１９条の３の改正規定及び次条第４項の規定

平成２７年１月１日 
 
（市民税に関する経過措置） 

第２条 略 
２・３ 略 
４ 新条例附則第１９条の３の規定は、平成２７年度以後の

年度分の個人の市民税について適用する。 
５ 略 

５４条第７項の改正規定並びに次条第１項から第３項ま

での規定は、平成２３年１月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
（市民税に関する経過措置） 

第２条 略 
２・３ 略 
 
 
４ 略 

 


